
品川区住民税非課税世帯エアコン購入費等助成事業実施要綱 

 

制定 令和８年４月１日 区長決定 要綱第１１０号  

  

（目的） 

第１条 この要綱は、経済的な理由により自宅に家庭用エアコンディショナー

（以下「エアコン」という。）を設置していない、または現に設置している

エアコンが故障している住民税非課税世帯に対し、エアコンの購入および設

置に要する費用（以下「エアコン購入費」という。）を助成する事業（以下

「本事業」という。）を実施することにより、夏季における熱中症による健

康被害の予防を図ることを目的とする。 

（助成の対象世帯） 

第２条 助成の対象となる世帯（以下「助成対象世帯」という。）は、次に掲

げる要件を全て満たす世帯とする。ただし、区長が必要と認める場合は、こ

の限りでない。 

⑴ 品川区（以下「区」という。）に居住し、住民基本台帳法（昭和４２年

法律第８１号）の規定に基づき区の住民基本台帳に記録されている者を構

成員とする世帯であること。 

⑵ 申請日時点で令和７年度分または令和８年度分の特別区民税が非課税で

ある世帯であること、または生活保護法による被保護世帯であること。 

⑶ 居住している住宅内の全居室においてエアコンがない、または故障等に

より使用できるエアコンがない世帯であること。 

⑷ 生活保護法による被保護世帯である場合は、生活保護法による保護の実

施要領について（昭和３８年４月１日社発第２４６号厚生省社会局通知）

第７の２⑹ウに基づく冷房器具およびその設置費用の支給を受けることが

できない世帯であること。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する世帯は、助成対

象としない。 

⑴  租税条約による免除の適用の届出によって特別区民税均等割が課されて

いない者を含む世帯 

⑵ 当該年度の特別区民税が未申告である者を含む世帯 

（助成対象機器） 

第３条 助成の対象となるエアコンは、次に掲げる要件を全て満たすものとす

る。 

⑴ 助成金の交付決定後、令和８年８月３１日までに、区内の指定する店舗

または事業者（以下「販売店」という。）において購入した、壁または窓



枠に固定して設置するエアコン（新品の製品に限る。）であること。ただ

し、やむを得ない事情があると区長が認める場合は、この限りでない。 

⑵ 助成対象世帯が居住する住宅に設置するものであること。 

⑶ 事業の用に供するものでないこと。 

２ この要綱による助成の対象となるエアコンの台数は、１世帯当たり１台と

する。 

３ 助成を受けようとする世帯の代表者（以下「申請者」という。）は、省エ

ネ性能の高い機器の購入に努めなければならない。 

 （助成金の額） 

第４条 助成金の額は、次の各号に掲げるエアコン購入費で、１世帯につき１

０万円を限度とする。ただし、エアコン購入費が１０万円に満たない場合

は、実際にかかった額を限度額とする。 

⑴ 本体購入費 

⑵ 配送費 

⑶ 設置工事費 

⑷ 撤去費（リサイクル料など） 

２ 申請者またはその世帯員が自らエアコンの設置工事を行った場合、当該設

置工事に要した費用は、助成対象に含まないものとする。 

３ 販売店の延長保証料および電池等消耗品費は、助成対象に含まないものと

する。 

４ 販売店が購入者等に付与するポイントについては、販売店ごとのポイン

ト・円換算に応じ、助成金の額の計算に含まないものとする。 

（助成金の申請） 

第５条 申請者は、エアコンを購入する前で、令和８年８月１４日までに品川

区住民税非課税世帯エアコン購入費等助成金交付申請書（第１号様式。以下

「申請書」という。）により、区長に申請しなければならない。ただし、申

請者は、申請前であって、令和８年５月１日から令和８年７月３１日までの

間に、区に対して事前に協議のうえ、区が実施する訪問調査を受けなければ

ならない。 

２ 前項の規定により、同一の住宅に居住する複数の世帯から申請があった場

合、重複して申請することは原則としてできないものとする。 

（助成金の決定および通知） 

第６条 区長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、

助成を適当と認めたときは、助成金の交付を決定し、品川区住民税非課税世

帯エアコン購入費等助成金交付決定通知書（第２号様式）により、助成を不

適当と認めたときは、品川区住民税非課税世帯エアコン購入費等助成金不交



付決定通知書（第３号様式）により、当該申請者に通知するものとする。 

（助成金の請求および受領の委任） 

第７条 前条の規定により助成金の交付の決定を受けた者（以下「助成決定

者」という。）は、助成金の請求および受領を販売店に委任するものとす

る。この場合において申請者は、品川区住民税非課税世帯エアコン購入費等

助成金購入実績報告書兼請求書（第４号様式）に、助成金の請求および受領

を委任する旨を記入し、販売店に提出しなければならない。 

（助成金の請求） 

第８条 前条の規定による委任を受けた販売店は、助成金を請求するときは、

申請者から販売店に対して助成金の請求および受領を委任する旨が記載され

た品川区住民税非課税世帯エアコン購入費等助成金購入実績報告書兼請求書

（第４号様式）に、エアコンの購入費、設置工事費および当該エアコンを設

置したことを確認することができる書類を添えて、申請を行った日の属する

会計年度内において速やかに区長に請求しなければならない。 

２ 区長は、前項の規定により当該エアコンを設置したことを確認するため、

必要に応じて、エアコンを設置した自宅の訪問調査を行うものとする。 

（助成金の額の確定および通知） 

第９条 区長は、前条の規定による助成金の請求内容を審査し、助成金の額を

確定したときは、助成決定者に対して品川区住民税非課税世帯エアコン購入

費等助成金交付額確定通知書（第５号様式）により、第８条の規定により助

成金の請求を行った販売店に対して品川区住民税非課税世帯エアコン購入費

等助成金振込通知書（第６号様式）により通知するものとする。 

（助成金の支給方法） 

第１０条 区長は、第９条の規定により助成金の額の確定を行った後、原則と

して口座振込により販売店に助成金の支給を行う。ただし、販売店が金融機

関に口座を開設していないなどのやむを得ない事情により、口座振込による

支給が困難な場合に限り、助成金を現金により支給することができる。 

 （代理受領） 

第１１条 前条の規定により区長から販売店に助成金を交付したときは、助成

決定者に対し助成金の交付があったものとみなす。 

（書類の不備による振込不能等の取扱い） 

第１２条 区長は、第９条の規定により助成金の額の確定を行った後、第８条

の規定による助成金の請求に係る書類の不備による振込不能等があり、区に

おいて確認等に努めたにもかかわらず、当該書類の補正が行われないことそ

の他助成決定者の責に帰すべき事由により助成金の支給ができなかったとき

は、当該助成に係る申請は次条第１項第４号に規定する助成を辞退したもの



とみなす。 

（助成決定の取消し） 

第１３条 区長は、助成決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成

金の交付決定の全部または一部を取り消すことができる。 

⑴ 偽りその他不正な手段により交付決定を受けたとき。 

⑵ 助成金の交付が暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法

律（平成３年法律第７７号。）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以

下同じ。）の活動を助長し、または暴力団の運営に資すると認められると

き。 

⑶ 第２条に規定する要件を備えなくなったとき。 

⑷ 助成を辞退したとき。 

⑸ この要綱の規定に違反したとき。 

２ 区長は、前項の規定により助成金の交付決定の全部または一部を取り消し

たときは、品川区住民税非課税世帯エアコン購入費等助成金交付決定取消通

知書（第７号様式）に理由を付して、その旨を当該取消しに係る申請者に通

知するものとする。 

（助成金の返還） 

第１４条 区長は、前条第１項の規定により助成金の交付決定を取り消した場

合において、当該取消しに係る部分について、既に助成金の交付がされてい

るときは、期限を定めて、その返還を求めるものとする。 

（機器の管理等） 

第１５条 エアコン購入費の助成を受けた者は、最善の注意をもって当該助成

を受けた機器を使用し、および維持管理しなければならない。 

２ エアコン購入費の助成を受けた者は、事業の目的に反して当該助成を受け

た機器を使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、または担保に供してはならな

い。 

（その他） 

第１６条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は福祉部長が別に定め

る。 


